
使用許諾契約書

[bookmark: _Hlk72846792]シフトテクノロジージャパン株式会社（以下「甲」という。）と日本ソフト販売株式会社（以下「乙」という。）とは、契約の要綱（以下単に「要綱」という。）第１項に定めるデータベース（以下「本ＤＢ」という。）の使用許諾に関し次の要綱および契約の条項のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結するものとします。

[契約の要綱]

	1.



	本ＤＢの名称および内容



	：



	官報データベース
範囲 ： 裁判所公告のうち個人・法人の破産等の法的整理に関する事件情報
データレイアウト ： 別途甲乙間で定める仕様書に基づく
対象地域 ：全国

	2.


	提供時期


	：


	基本は毎月７日、１７日、２７日（当該日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律で定める休日、乙の休日の場合は前営業日）とする。変更がある場合は別途甲乙協議のうえ取り決めるものとする。

	3.

	使用目的

	：

	保険会社（以下「ユーザ」という。）向けの保険金不正請求検知システム内のＡＩ辞書に搭載し、対象者に対するスコアリングに使用（トライアル）

	4.
	使用料金
	：
	金１００,０００円（月額）

	5.
	契約期間
	：
	２０２１年　　月　　日　から　２０２１年　　月　　日　まで（３ヶ月間）



   注)上記料金には消費税額等は含まれておらず、別途消費税等を加算するものとします。

本契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各１通を所有するものとします。

  　　　　年　　月　　日

(甲) 




(乙)
東京都中央区日本橋蛎殻町１-１６-８
日本ソフト販売株式会社
代表取締役　中川 慎二郎

[契約の条項]

第１条（総則）
[bookmark: _Hlk72831650]乙は、本契約に基づき甲に本ＤＢの非独占的使用権を許諾するものとします。

第２条（使用許諾対価）
１　本契約に基づく本ＤＢの使用許諾対価については、要綱第４項に定めるものとします。
２　前項の使用許諾対価は、本契約の終了後においても甲に返還しないものとします。

第３条（使用上の制限）
[bookmark: _Hlk72831667]１　甲は、本契約で定める使用目的の範囲外での本ＤＢの使用、およびユーザに対する本ＤＢの提供をしてはならないものとします。
[bookmark: _Hlk72835656]２　本ＤＢの使用は日本国内に限定するものとし、ユーザについても日本法人に限定するものとします。
３　本ＤＢを定められた使用目的以外に使用する場合、別途甲乙協議のうえ、書面（契約書、覚書等）を取り交わすものとします。

第４条（支払方法）
乙は、使用料金および保守料金について、所定の手続きにより書面をもって甲に代金支払いの請求をするものとします。甲は、乙が提出する請求書を受理した日から30日以内（以下「約定期間」という。）に請求金額を乙に支払うものとします。なお、支払方法は乙の指定する預金口座への振込送金とし、振込手数料は甲が負担するものとします。

第５条（支払遅延）
１　乙は、甲が約定期間内に代金を支払わない場合、甲に対し遅延利息を請求することができるものとします。
２　前項に定める遅延利息は、遅延日数１日につき年14.6%の割合で計算した額とします。但し、遅延利息の額が100円未満である場合および100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとします。
３　支払遅延が天災その他やむを得ない理由によると認められる場合、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、また遅延利息を支払う日数に算入しないものとします。

第６条（契約不適合責任）
１　乙は、要綱第５項に定める契約期間内は本ＤＢについて保証するものとします。
２　前項に定める保証期間に本ＤＢに種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないこと（以下「契約不適合」という。）が発見された場合、甲は乙に対し相当の時期を定めて当該契約不適合の修正を請求することができるものとします。この場合、乙は直ちに当該契約不適合の修正を行うものとします。但し、本ＤＢは、一般に公開されている情報に準ずるものであり、また、乙が合理的に提供でき得る最新の情報が原状のまま提供されるものであり、乙は本ＤＢについて、甲の意図する特定の利用目的、事実との完全なる一致、適合性、第三者の権利を侵害していないこと、その他いかなる完全性または正確性を保証するものではないものとします。

第７条（複製の禁止）
本契約の解除または終了にかかわらず、甲は書面により乙の承諾を得ずして有償無償を問わず次の行為をしてはならないものとします。
(1) 本ＤＢの非独占的使用権を第三者に移転すること。
(2) 第三者に利用させる目的で、記憶媒体等への複製、印刷物による複製を問わず本ＤＢの一部ないし全部を複製すること。
(3) 本ＤＢの一部ないし全部を第三者に譲渡・貸与および使用許諾すること。

第８条（免責事項および第三者に対する責任）
１　甲は、本ＤＢの使用から生ずるいかなる損害、甲の逸失利益、第三者から甲に対してなされた損害賠償請求に基づく損害に関しても、甲自身が自らの責任と費用で解決するものとし、乙に一切の迷惑、損害を及ぼさないものとします。
２　甲が次の各号に定める事項の一つに該当し、第三者の権利を侵害するとして何らかの問題等が生じた場合、自己の責任と負担においてそれら一切を処理解決し、乙に迷惑、損害を及ぼさないものとします。
(1) 定められた目的以外に本ＤＢを使用したとき。
(2) 本ＤＢを使用し二次的著作物を創作したとき。
３　甲は、本ＤＢの使用にあたり、本ＤＢが個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報データベース等」に該当することを認識し、同法に定める「個人情報取扱事業者」として同法を遵守するものとします。
４　甲は、本契約で定められた目的の範囲内で本ＤＢを使用する場合であっても、甲の責任において行うものとします。
５　甲が前二項のいずれかに違反したことにより何らかの問題（本ＤＢの収録対象者の権利侵害に関する提訴等を含む）が生じた場合、また、当該問題により民事訴訟が生じた場合、甲自身が自らの責任と費用で解決するものとし、乙に一切の迷惑、損害を及ぼさないものとします。

第９条（権利帰属）
本契約締結によって本ＤＢに係る著作権その他の産業財産権が甲に譲渡されるものではなく、当該権利の一切は乙または乙に権利を許諾した第三者に留保されるものとします。

第10条（秘密保持）
甲および乙は、本契約の内容および本契約によって知り得た相手方の業務上の秘密を、本契約期間はもとより本契約終了後においても第三者に漏洩、開示してはならないものとします。但し、次の各号に定める事項の一つに該当する情報についてはこの限りではないものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本契約に違反することなく且つ受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 法令上の要請または政府機関からの要請により開示が義務付けられる情報

第11条（契約期間）
本契約の期間は、要綱第５項に定めるものとします。

第12条（中途解約）
甲は、本契約期間中といえども法改正等諸般の事情により本ＤＢの提供を停止または終了せざるを得ないときがあることを了承するものとします。この場合、乙は事前に甲に連絡するものとします。

第13条（契約解除）
１　甲または乙は、相手方が次の各号に定める事項の一つに該当する場合、何ら通知催告を要せず、本契約の全部または一部を解除することができるものとし、これにより被った損害の賠償を相手方に請求できるものとします。
(1) 本契約の条項に違反し、相当期間を定めた催告にも拘らず違反を是正しない場合
(2) 手形または小切手が不渡りとなった場合
(3) 差押、仮差押、仮処分または競売の申し立てがあった場合、もしくは租税滞納処分を受けた場合
(4) 破産、会社更生手続開始または民事再生の申し立てがあった場合、もしくは清算に入った場合
(5) 解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
(6) 財産状態・信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当な事由がある場合
２　甲が、第３条もしくは第７条の規定に違反した場合、乙は本契約を解除できるものとします。

第14条（返却および消去）
本契約が次の各号に定める事項の一つに該当する事由により終了した場合、甲は本ＤＢを返却または消去し、その他関連資料一切を乙に返却するものとします。
(1) 第11条に基づく契約の継続に際して、甲の通知により契約の継続がなされなくなったとき。
(2) 甲が第13条の各号に定める事項の一つに該当し、乙が本契約を解除したとき。
(3) 甲の責により第12条の規定による中途解約がなされたとき。

第15条（損害賠償）
甲が本契約の規定に違反した場合、乙は本契約解除の有無にかかわらず、甲に対し乙が被った損害額に相応する金額を違約金として請求することができるものとします。甲は、乙より違約金の請求をされた場合、直ちに乙の指定する口座に全額現金で振込むものとします。違約金の金額については、合理的な因果関係の範囲内において協議のうえ取り決めるものとします。

第16条（反社会的勢力等の排除）
１　甲および乙は、次の各号に定める事項につき表明し、保証するものとします。
(1) 自ら（その役員および従業員を含む）が、暴力団、あるいは暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者その他反社会的勢力（以下、これらを総称して「反社会的勢力」という。）でないこと、および今後もそうでないこと。
(2) 反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本上の関係（反社会的勢力が、自らの責に帰すべからざる事由により金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に定めるものをいう）において市場取引で株式を取得した場合を除く）を有していないこと、および今後も有しないこと。
(3) 反社会的勢力が、直接または間接を問わず、自らの経営に関与していないこと、および今後も関与させないこと。
(4) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていないこと、および今後もさせないこと。
(5) 直接または間接を問わず、自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていないこと、および今後もしないこと。
(6) その他、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、名目の如何を問わず、かつ、対価の有無を問わず、取引その他の接触（各都道府県その他地方公共団体の制定する暴力団排除条例その他反社会的勢力規制法令において規制される態様の取引その他の接触をいう）を行っていないこと、および今後も行わないこと。
(7) 直接または間接を問わず、以下に掲げる行為を行っていないことおよび今後も行わないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤ その他前①乃至④に準ずる行為
２　甲および乙は、自らが前項各号に定める事項に違反し、または違反する恐れがあると判断した場合、相手方に対し直ちにその旨を通知するものとします。
３　甲および乙は、相手方が第１項各号に定める事項または前項に違反していると合理的に判断される場合には、通知催告を要せず、かつ何らの賠償義務を負わず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。

第17条（不可抗力）
甲または乙は、戦争、内乱、暴動、自然災害、政府機関の命令、労働争議等の不可抗力により、本契約に定められた権利、および義務の一部、または全部に渡ってその遂行を妨げられた場合には、相手側に速やかに通知するものとし、その事態が継続する期間は、その権利および義務の遂行が猶予されるものとします。

第18条（契約の変更）
本契約の変更は、両当事者の権限ある正当な代表者または代理人が記名捺印した文書によってのみ行うことができるものとします。

第19条（協議）
本契約に定めのない事項についてまたは本契約に疑義が生じた場合は、協議の上解決するものとします。

第20条（管轄裁判所）
本契約に関する紛争については東京地方（簡易）裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。以　上


